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技術管理に関する最近の動向

２０２２．５．１３

技術調査課長

戸栗 一泰

静岡県交通基盤部建設経済局

愛称：ふじ丸

令和４年度 土木施工管理技士会

技術管理に関する最近の動向

（１）週休2日推進工事の普及促進
（２）適正な工期設定・履行期間の設定
（３）自家警備の試行
（４）建設発生土の利活用の促進
（５）新技術の活用促進

（６）情報共有・電子納品運用ガイドラインの改定等
（７）遠隔臨場の試行要領の改定
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（１）週休２日推進工事の普及促進

3

週休２日推進工事の普及促進

• 週休２日の実現に向けた環境整備として平成31年から実施している経費補正
を令和４年度も継続。

経費補正の継続実施

発注者指定型 … 発注者が週休２日に取り組むことを指定する方式のこと。当初は４週８休以上
の達成を前提として費用を計上し、達成状況に応じて変更する。

受注者希望型 … 受注者が工事着手前に週休２日に取り組むことを希望して実施する方式のこと。
最終変更時に現場閉所の達成状況に応じて費用を計上する。

R2.6～ ４週６休 ４週７休 ４週８休以上
労務費 1.01 1.03 1.05

機械経費(賃料) 1.01 1.03 1.04
共通仮設費 1.02 1.03 1.04
現場管理費 1.03 1.04 1.06

表 週休２日の補正係数（昨年度と変更なし）

• 当初設計金額3,500万円以上を「発注者指定型」、それ以外を「受注者希望
型」として発注する。（昨年度と変更なし）

※ ４週８休以上の経費補正の
場合、請負工事費ベースで2～
3％程度の増額となる。仮に1千
万円の工事だと、20～30万円
の増額となる。

R3.7～ 市場単価についても週休２日補正の対象とする。（補正係数は工種ごとに設定）
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週休２日推進工事の普及促進

• 令和３年度（令和３年４月～令和４年３月）に契約した交通基盤部及び農林事務
所発注の土木工事（2,745件）のうち、週休２日推進工事の発注者指定型は524件、
受注者希望型は1,023件（合計1,547件）であり、週休２日推進工事での発注率は
56.4％であった。

• 週休２日推進工事の発注件数は、原則全ての工事を対象とした令和２年度以降、大
幅に増加しているが、令和３年度の発注率は、令和２年度より若干低下している。

• 週休２日推進工事の対象外とした工事（特記仕様書を添付していない工事）は1,198
件で、43.6％であった。

発注状況

令和元年度 令和２年度 令和３年度
発注者指定型 36件(1.2％) 533件(18.8％) 524件(19.1％)
受注者希望型 － 1,201件(42.4％) 1,023件(37.3％)

小 計 36件(1.2％) 1,734件(61.2％) 1,547件(56.4％)
週休２日対象外 2,933件(98.8％) 1,098件(38.8％) 1,198件(43.6％)

合 計 2,969件 2,832件 2,745件

表 週休２日推進工事の発注状況
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週休２日推進工事の普及促進
現場閉所の達成状況
• 令和３年度に週休２日推進工事として発注した工事のうち、令和４年３月末までに完成

した工事は854件（発注者指定型：196件、受注者希望型：658件）である。

• そのうち、週休２日（４週８休以上）を達成した工事は、発注者指定型と受注者希望型
を合わせて309件であり、達成率は36.2％であった。

• 発注者指定型と受注者希望型の達成率を比較すると、発注者指定型は87.8％と高い一
方、受注者希望型は20.8％と低く、大きな開きがある。これは、受注者希望型として発注し
ても、受注者が週休２日の実施を希望しない場合には適用外となってしまうことが原因のひと
つと考えられる。

• ４週６休以上が達成できなかった工事、受注者が希望しなかった工事は合わせて425件で、
全体の49.8%であった。

種 別 ４週８休以上 ４週７休以上 ４週６休以上 未達成・希望無 合 計
発注者指定型 172件(87.8％) 2件(1.0％) 2件(1.0％) 19件(9.7％) 196件
受注者希望型 137件(20.8％) 13件(2.0％) 5件(0.8％) 406件(61.7％) 658件

合 計 309件(36.2％) 15件(1.8％) 7件(0.8％) 425件(49.8％) 854件
※その他、500万円未満等で成績評定の対象外工事が98件あり

表 週休２日の現場閉所達成状況 （R4.3末時点）
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週休２日推進工事の普及促進

• 週休２日推進工事については、令和２年度以降、原則全ての工事を対象とし
たことから、発注件数は大幅に増加しているが、対象外工事が４割程度を占め
ている。

• これは、施工に必要な実日数が30日以下と見込まれる工事（舗装工事等が
多い）を対象外としていることが主な理由と考えられる。

• このため、令和４年度から、施工に必要な実日数が30日以下と見込まれる工
事についても対象に加える。（ただし、実日数が１週間程度と見込まれる工事
は除く）

• また、週休２日の現場閉所の達成件数は、令和２年度発注工事で500件以
上と順調に増加し、週休２日工事の浸透が見られるため、今回の対象工事の
拡大に併せて、工事成績評定の加点方法を見直す。

令和４年度の変更点

令和３年度まで 令和４年度から

対象
工事

原則、全ての工事を対象とする。ただし、以下を対象外と
する。
① 施工に必要な実日数（実働日数）が30日以下と見

込まれる工事
② 通年維持工事、災害復旧工事
③ 発注機関の長が対象工事に適さないと判断する工事

原則、全ての工事を対象とする。ただし、以下を対象外と
する。
① 施工に必要な実日数（実働日数）が１週間程度と

見込まれる工事
② 通年維持工事、災害復旧工事
③ 発注機関の長が対象工事に適さないと判断する工事

発注
方法

〇発注者指定型
当初設計金額が3,500万円以上※の工事を対象とする。

ただし、「施工条件明示事項」記載項目などの不確定要素
により、工程に遅延が生じる可能性のある工事については、
受注者希望型とすることができる。

〇受注者希望型
発注者指定型以外の工事を対象とする。

変更なし

工事
成績

現場閉所率に応じ、以下のとおり「各種取組による加点」
項目で加点を行う。
4週8休以上 ：2.0点
4週7休以上4週8休未満：1.0点
4週6休以上4週7休未満：0.5点

（注意）令和３年度中に契約した工事については、変更
前の加点方法が適用される。

現場閉所率に応じ、以下のとおり「創意工夫」項目で加
点を行う。
4週8休以上 ：2.0点
4週7休以上4週8休未満：1.0点
4週6休以上4週7休未満：0.5点

※創意工夫項目は担当監督員の評価であり、×0.4が乗
じられるため、実際の加点は以下のとおりとなる。
4週8休以上 ：0.8点
4週7休以上4週8休未満：0.4点
4週6休以上4週7休未満：0.2点

週休２日推進工事の普及促進

※建築一式工事は7,000万円以上

【令和４年度実施内容】
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赤字が変更箇所
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当初設計金額
3,500万円

発注者指定型 受注者希望型

以上 未満

希望する

以下に該当する工事は対象外
（1）実働日数が１週間程度
（2）通年維持工事・災害復旧工事
（3）発注機関の長が適さないと判断した工事

希望しない
適用外

取組レベル設定

週休２日推進工事の普及促進
【週休２日推進工事の実施フロー】

START

・ 4週8休以上
・ 4週7休以上4週8休未満
・ 4週6休以上4週7休未満

計画に変更が生じた都度提出

現場閉所率を確認

週休2日の
費用計上あり

※受注者の責めに帰すことがで
きない理由により実施困難な場
合は、実施前に受発注者協議

4週8休以上の現場閉所

減額変更

認められない 認められる

工事完成・成績評定
END

4週6休以上の現場閉所

増額変更

認められない 認められる

当初設定した取組レベル
が上限であることに注意！

現場閉所計画表を監督員に提出
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週休2日の
費用計上なし

工事記録簿等を監督員に提出

※不確定要素等により、工程に
遅延が生じる可能性がある場合
は受注者希望型とすることがで
きる。

達成状況に応じた評定

現場着手日までに

業務委託は対象外

週休2日推進工事の普及促進 ～ インセンティブ ～
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工事成績評定 達成状況に応じて評価されます！

【達成証明】

４週６休以上の現場閉所が確認
された場合は、その達成状況が
工事検査結果通知書の備考欄
に記載されます！

考査項目 備 考

担当監督員

５．創意工夫

【働き方改革】
□ 現場閉所率28.5%以上

（４週８休以上）
□ 現場閉所率25%以上28.5%未満

（４週７休以上４週８休未満）
□ 現場閉所率21.4%以上25%未満

（４週６休以上４週７休未満）

• 発注者指定型は、達
成状況に応じて加点

• 受注者希望型は、当
初設定した取組レベル
を上限とし、達成状況
に応じて加点

令和４年４月１日以降に契約を行う工事
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（２）適正な工期・履行期間の設定

適用範囲

当初設計金額5,000千円以上の土木工事標準積算基準書により積算す
る土木工事に適用する。
工場製作工事、電気通信設備工事、機械設備工事、通年維持工事、複

数年契約工事及び大規模工事などで別途工期算定している工事等は対象
外とする。

工期の設定
工期の設定は、準備期間・施工に必要な実日数・不稼働日・後片付け期間

として設定した日数の合計日数で行う。

目的
建設産業における週休２日の推進に向けた適切な工期設定を行うことを目

的とする。

設計書への添付
金抜き・金入り設計書に工期設定日数の算定資料（SMILES帳票）を添
付し、設計図書の一部とする。

11

昨年度と変更なし工期設定実施要領

金抜き設計書には、準備期間、作業所要日数、
その他の不稼働日、後片付け期間及びそれらを
合計した工期（日数）が記載される。

最終改正：令和３年３月22日付け建設技術企画課長通知

適正な工期設定
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工期

作業所要日数

準備期間 不稼働日 後片付け期間

その他の不稼働日

施工に必要な実日数

雨休日

その他の不稼働日 後片付け期間準備期間

工 期

12

実働日数×1.8

【雨休率 0.8】

日当り施工量と積算数量から算
出される日数【実働日数】

土日祝日、年末年始・夏
季休暇、降雨降雪日

出水期や地域事情等を考慮
した作業不能日数

最低必要日数30日
（短縮規定あり）

• 工期は、「準備期間」「施工に必要な実日数」「不稼働日」「後片付け期間」の合計

• 「施工に必要な実日数」と「不稼働日」は、「作業所要日数」と「その他の不稼働日」
に分けて算出し、作業所要日数は、実働日数×1.8で算出する。

最低必要日数20日
（短縮規定あり）

適正な工期設定
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適正な履行期間の設定 NEW！

• 令和元年６月の品確法改正により、工事に加え業務委託も品確法の対象とし
て位置付けられ、これに伴い発注者の責務の一つとして「適正な履行期間の設
定」が追加された。

• 業務委託の履行期間については、これまでも業務の履行に必要な日数を考慮し
て設定してきたが、県として設定根拠を明確化し、適正な履行期間の設定を推
進するため、国交省の設計業務等標準積算基準書に示されている履行期間の
算定方法を参考に、「履行期間設定実施要領」を策定した。

• 静岡県交通基盤部が発注する測量、地質調査、土木設計業務等に適用する。
• 令和４年度は試行期間とし、各発注機関発注担当課の対象業務で１人１
件以上実施する。令和５年度から全ての対象業務で実施予定。

• 実施にあたっては、工事と同様に、金抜き・金入り設計書に「履行期間算定一
覧表」を添付し、設計図書の一部とする。

履行期間設定実施要領 令和４年３月２９日建経技第５１６号

金抜き設計書には、準備期間、作業期間、納品期間、その他必要日数
及びそれらを合計した履行期間（日数）が記載される。
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（３）自家警備の試行

• 工事の施工にあたり、一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通誘導員として警備業者の警備員を配置する
必要があるが、一部の地域や時期によってはその確保が工事の円滑な施工上の課題となっている。

• こうした状況を踏まえ、令和2年10月から県発注の土木工事を対象に、警備業者の警備員の確保が困難なひっ迫時で
あって、工事の安全上支障がない場合に限り、自家警備（当該工事を受注した建設業者の従業員が交通誘導警備
を行うこと）を試行的に導入している。

項目 内容 備考

基本条件 ①警備会社から交通誘導員が確保できず、②交通安全上自家警備が可能な路線及
び③工事であること。

①ひっ迫証明
受注者は「自家警備の理由書」を提出し、監督員の承諾を得る。理由書の作成にあたって

は、原則警備会社３社へ照会を行い、交通誘導員を確保できない理由を記載する。また、
静岡県警備業協会へ情報提供依頼を行い、その結果も記載する。

②対象路線 ア 指定路線以外
イ 昼間12時間自動車類交通量3,000台未満の区間 アかつイ

③対象工事 ア 非連携警備による交通誘導
イ 連携警備のうち、交通に及ぼす影響が少ない区間で実施する交通誘導 ア又はイ

資格要件 ア 交通誘導員1級又は2級検定合格者
イ 交通誘導安全講習会受講者 ア又はイ

自家警備の試行的な導入（R2.10～）

自家警備の試行

15

【令和４年度からの変更点】
①対象範囲の拡大
・ 対象路線は指定路線以外の路線とする。（昼間12時間交通量3,000台未満の区間としていた要件を撤廃）
②警備業協会への情報提供依頼を必須化
・ 警備会社３社以上と交渉しても警備員を確保できなかった場合は、静岡県警備業協会への交通誘導警備員確保
のための情報提供依頼を必須化する。 情報提供依頼により警備員が確保できた事例が実際にあり、施工業者、

警備業者双方にとってWin-Win‼

撤廃



9

所属 路線・河川 工種 工期 交通誘導期間 交通誘導内容 誘導員

下田土木 (主）伊東西伊豆線 舗装補修工 R2.9.19 R3.3.15 R3.1.12 R3.2.13 片側交互通行、全面通行止め ２～３人（5人登録）

富士土木 (国）469号 舗装工 R2.10.27 R3.2.16 R2.12.24 R3.1.9 全面通行止め（歩行者の誘導） １人（3人登録）

島田土木 (主)川根寸又峡線 落石防止網工 R2.12.9 R3.3.15 R3.1.5 R3.3.15 全面通行止め 2人（7人登録）

袋井土木 二級河川竜今寺川 流木撤去工 R2.12.24 R3.3.15 R3.2.1 R3.3.15 全面通行止め １人（3人登録）

◆自家警備の実施状況
令和２年度は計４箇所の工事で実施

令和２年度は４箇所で開催し、計412人が受講

自家警備の試行
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所属 路線・河川 工種 工期 交通誘導期間 交通誘導内容 誘導員

下田土木 (一)波勝崎線 側溝設置工 R3.10.9 R4.2.28 R3.12.17 R4.2.28 片側交互通行 ２人（３人登録）

袋井土木 二級河川逆川 根固め工 R3.12.9 R4.2.28 R4.1.24 R4.1.28 片側交互通行 １人（２人登録）

袋井土木 一級河川西方川 旧川処理工 R3.10.11 R4.3.11 R3.10.12 R4.3.11 片側交互通行 ２人（３人登録）

袋井土木 一級河川小出川 河床掘削工 R3.9.27 R4.2.21 R3.11.27 R4.2.21 工事車両出入口の交通誘導 １人（１人登録）

袋井土木 (主)相良大須賀線 橋梁耐震工 R3.9.27 R4.5.31 R3.11.1 R4.5.31 工事車両出入口の交通誘導 １人（１人登録）

令和３年度は計５箇所の工事で実施

令和３年度は３箇所で開催し、計142人が受講

R2年度 R3年度

地区 開催日 受講者数 開催日 受講者数

下田 R2.12.2～3 129人 R3.12.21～22 20人

東部 R2.12.22～23 84人
R4.1.13～14 54人

中部 R2.11.19～20 72人

西部 R3.1.13～14 127人 R4.2.7～8 68人

計 412人 142人

◆交通誘導安全講習会（県建設業協会主催）の開催状況

自家警備の可能性がある工事（指定路線外で交通誘導員を配置）

入札・契約

自家警備の実施条件（対象工事・資格要件）を満たす

警備業者３社以上と交渉

START

END 工事完了

特記仕様書を添付

精算変更

受注者

理由書等の作成・提出

【確認内容】
指定路線外かつ対象工事に該当するか
証明書に不備がないか

警備業者による交通誘導

発注者

発注者

発注

静岡県警備業協会へ情報提供を依頼
確保できない

確保できる

確保できる
確保できない

《実施手順》

17

自家警備の実施
OK

NG

誘導員の配置計画

NO
YES

工事記録簿より実績確認

監督員からの承諾

END

• 自家警備の理由書
• 検定合格証明書又は受講証明書

の写し

実施可能な工事か、監督員にも確認

交通誘導警備員の確保が困難 NO
YES

依頼後、協会員(警備業者)
から直接連絡・交渉

【必須化】
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18

施工業者 警備業協会 警備業者【協会員】

施工業者 警備業者

この条件ならできそう...
交渉してみよう！

Step.1 警備業者３社以上と交渉

Step.2 静岡県警備業協会へ情報提供を依頼

交渉

交渉

依頼 周知

確保できなかった場合は「Step.2」へ

A社 B社 C社

交通誘導警備員
確保のための
情報提供依頼

交通誘導警備員
確保のための
情報提供依頼

【必須化】

指定路線

連
携
警
備

①

②

③

非
連
携
警
備

例：徐行 例：出入口

工
事
用
道
路

工事現場

① 3方向以上の車両を連携して交通誘導する場合（交通影響大） ③ 誘導員の連携が不要な場合

② 2方向の車両を連携して交通誘導する場合（交通影響小）

例：交差点

例：片側交互通行

例：車線規制（片側2車線→片側1車線）

対象 対象外

19

その他の路線
○指定路線

警備業法の規定に基づき、静岡県公安委員会が交通量及び事故発生率を
勘案し、交通誘導警備業務において交通誘導員のうち一人は交通誘導員Ａ
（警備業者の警備員で、交通誘導警業務にかかる一級または二級検定合格
警備員）の配置を求める路線。
指定路線は現在32路線（令和3年4月変更）あり、その全てで路線全体が

指定されている。

○連携警備
交差点や片側交互通行区間等、一般交通の停止を伴う規制を行うため、無

線機等により交通誘導員の連携を必要とする警備。

交通影響大

交通影響小 ○非連携警備
交通誘導員の連携を必要としない警備。

○連携警備 ○非連携警備

自家警備の対象範囲
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対象 ： その他の路線
対象外 ： 指定路線（その他、国・中日本高速道路・道路公社等が所管する道路）

自家警備の対象路線（令和４年４月）
※全国道路・街路交通情勢調査の路線図

※政令市内の国・県道は政令市管理であり、県と方法が異なることに注意

20

（４）建設発生土の有効活用について
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22
どぼくってオモシロイ！「工事中」がみらいをつくる！

建設発生土の有効活用について

・切盛均衡のとれた土工計画や工法の工夫などにより、建設発
生土の発生を極力抑制する。
・発生した建設発生土を現場内（同一工事内）で再利活用する。

◆建設発生土の有効利用の際に考慮すべき点

【ポイント１】発生抑制の取組

・「リサイクル原則化ルール」のもと、建設発生土マッチングシス
テム「建設発生土情報交換システム」（国交省）、「残土情報掲示
板」（静岡県）を活用し、工事間で相互に有効利活用を図る。

【ポイント２】工事間相互流用

【参考】建設副産物適正処理推進要綱 第４章 建設発生土 第16 搬出の抑制及び工事間の利用・促進
(1)搬出の抑制
発注者、元請業者及び自主施工者は、建設工事の施行に当り、適切な工法の選択により、建設発生土の発生

の抑制に努めるととも、その現場内利用の促進等により搬出の抑制に努めなければならない。
(2)工事間の利用の促進
発注者、元請業者及び自主施工者は、建設発生土の土質確認を行うとともに、建設発生土を必要とする他の

工事現場との情報交換システム等を活用した連絡調整、ストックヤードの確保、再資源化施設の活用、必要に
応じて土質改良を行うこと等により、工事間の利用の促進に努めなければならない。 22

「リサイクル原則化ルール」（最新改正令和3年10月18日）

建設副産物 資有法 建リ法 廃掃法 取扱い

①CO、ＡＳガラ 〇 〇 〇 再資源化施設へ搬出

②建設発生木
材

〇 〇 〇 再資源化施設へ搬出
50㎞ルール有

③建設汚泥 ー ー 〇 再資源化施設へ搬出
50㎞ルール有

④建設混合廃
棄物

ー ー 〇 分別解体し再資源化原則
⇒最終処分場

⑤建設発生土 〇 ー ー 50㎞以内工事間流用原則
※フロー参照

【土木事務所等】「公共建設工事におけるリサイクル原則化ルール」
【農林事務所等】「農林土木工事におけるリサイクル原則化ルール」
※「農林土木工事」では建設発生土について農林業振興を目的とした農地利用や森林施業上の用地利用を考慮とあり、
その点以外は内容は同じ

【関係法令上の定義】
資源有効利用促進法 → 指定副産物
建設リサイクル法 → 特定建設資材
廃棄物処理法→ 産業廃棄物

【建リ法第16条（再資源化等実施義務）】
分別解体等に伴って発生した特定建設資材は、再資源化しなけれ
ばならない。ただし、建設発生木材は運搬距離50㎞以内に再資源化
施設等がない場合等は、縮減すれば足りる。（50㎞ルール）

◆「リサイクル原則化ルール」建設副産物の取扱い一覧

23
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「リサイクル原則化ルール」フロー

➊工事現場から50㎞以内に建設発生土を搬
出する公共建設工事があるか

「建設発生土情報交換システム」

「残土情報掲示板」等で検索

検
索

➋工事現場から50㎞以内に建設発生土を搬
出する民間を含めた他の建設工事があるか

あ

る

条件合

＊設計図書への反映＊

搬入元、搬入路等条件明示

当方で運搬する場合は運搬経費計上

なし

■残土搬出側の情報収集

工事現場付近にストックヤード又は土質改良

プラントが有るか検討

■再生材利用の検

あ

る

【各条件の調整】

搬入時期、土質、土量、搬入路、

費用負担等条件が整合するか

【内容検討】

購入費用、搬入条件等

総合的に比較

条件合

＊設計図書への反映＊

購入先、土質等条件明示

購入経費設計書計上

なし

■新材の購入

＊設計図書への反映＊

新材購入土として設計書計上

● 盛土材搬入に係る情報発信(システム登

下記システム等登録後、他所管等より問合せがあ

る

「建設発生土情報交換システム」登録

➦ 500㎥以上の不足土

※計画段階等早い段階で概数登録(予定情報

「残土情報掲示板」登録

➦ 100㎥以上の不足土

※積算システム土量数量機能を活用すれば自動登
な

し

❶ 盛 土 材 等 不 足 し て い る 工 事 現 場

● 残土搬出情報の収集

注）工事契約後であっても搬入時期、土質等条件が整合すれ

ば変更処理して建設発生土を積極的に利活用するよう努める

24

「リサイクル原則化ルール」フロー

25
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26
どぼくってオモシロイ！

静 岡 県 交 通 基 盤 部
「工事中」がみらいをつくる！

建設発生土有効活用マッチングシステム

・切盛均衡のとれた土工計画や工法の工夫などにより、建設発
生土の発生を極力抑制する。
・発生した建設発生土を現場内（同一工事内）で再利活用する。

【重要ポイント】
★有効活用に際し工事発注段階ではもう遅い！
★構想段階、計画段階より積極的な入力・登録と情報収集を！
（内容の精度より、早さが決め手 ⇒ 早期の意思表示を！）

★平素より情報確認を心がける

【ツール１】 建設発生土情報交換システム

システム概要
JASIC※運営システム使用（技術調査課で一括契約）
事務所に付与しているIDでログイン
インターネット回線（SDO青線仮想デスクトップ）にて入力

入力登録
の目途

500m3以上の土砂搬入、1,000m3以上の土砂搬出は原
則登録（これより少ない土量でも積極的に入力する）

【ツール２】 残土情報掲示板

システム概要 県執行管理システム（県設計積算システムSMILESと連携）

入力登録
の目途

・県設計積算システムSMILESと連携。システムの土量調
整機能を活用していれば自動反映
・土木事務所⇔農林事務所で機動的に対応可能。
（盛土不適な耕作土でも農地需要があるケースも）

・構想段階、計画段階でも容易に入力
※ＪＡＳＩＣ 一般財団法人 日本建設情報総合センター 26

27

対象品目
２０２４年度 2020年度

達成率
達成基準 ｺﾌﾞﾘｽ簡易集計

Coガラ 再資源化率 99%以上 １００％ 〇

Asガラ 再資源化率 99%以上 １００％ 〇

建設発生木材 再資源化率 97%以上 94.1％ ×

建設汚泥 再資源化率 95%以上 97.5％ 〇

建設混合廃棄物 排出率 3.5%以下 0.8％ 〇

建設廃棄物全体 再資源化率 98%以上 98.3% 〇

建設発生土 有効利用率 80%以上 72.7% ×

【参考】建設リサイクル推進計画２０２０（R2年9月見直し）

社会資本の更新の増加に伴い、建設廃棄物等の搬出量も増加することが予想されており、
「循環型社会」を構築する上で、建設副産物の再生利用(Recycle)・再利用(Reuse）・発生抑
制(Reduce)適正処理を進める必要がある。国土交通省で同計画により建設リサイクル推進
に向けた基本的な考え方、目標や取組が定められている。県は同計画を準用している。

・工事完了の際の「再生資源利用促進計画書（実施書）」の記載内容の確認をお願いします

27
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28

【参考】建設発生土情報交換システムの紹介

28

（５）新技術・新工法について
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静岡県の新技術・新工法の登録状況（R4.4月時点）

建設現場では、インフラの老朽化や担い手不足など、様々な課題に直面しており、今後も本県が安全・安心な県土を
築いていくためには、民間等で開発された優れた新技術を公共工事に積極的に活用していくことが重要です。
本県では、「新技術・新工法の登録制度」を平成10年度から運用しており、令和４年３月末現在で647技術を

登録しています。

静岡県には、公共工事に活用可能な「新技術・新工法」の登録制度があります。

コスト縮減

品質向上

安全確保

施工性向上

環境保全

工期短縮

新技術活用の効果

共通工

311件

道路

211件

河川砂防

51件

港湾

11件

上下水道

14件

その他

49件

登録件数：647件（令和４年３月末現在）

技術の成立性が、技術を開発した民間事業者等により、実験等の方法で確認されており、実用化している公共事業等の
発展に資する技術であって、当該技術の適用範囲において従来技術に比べ、活用の効果が同程度以上の技術をいいます。

※新技術・新工法とは

共通工とは
法面工、擁壁工、
仮設工など

30

新技術・新工法の申請から活用までの流れ

技術相談窓口
受付：技術調査課

新技術・新工法
民間等が開発

建設工事新技術
活用評価委員会

新技術・新工法の評価
活用区分の評価
（レベル1,2,3）

新技術活用
各出先機関等

条件付きで活用
活用後

調査・分析

一般工事で活用

情報提供

新技術情報データベース
○庁内DB
○県ホームページ

●関係部局
●各出先機関等
●県下市町
●民間企業

申請 情報
登録

情
報
提
供

申請から活用までの流れ
新技術の評価

技術の成立性

実地条件下での適用性

当該新技術の理論的な根拠及び新技術を
構成する要素が立証されているか否か。

当該新技術に関する適用条件（自然条件及び
現場条件）及び品質・出来形が明らかになって
いるか否か。

レベル３

レベル２

※開発後、10年以内であること

静岡県の新技術・新工法の概要

レベル１

レベル２

レベル３

・参考情報
（活用時に注意を要する新技術）

・活用可能な新技術

・建設工事で活用促進を図る新技術

活用の区分

創意工夫【新技術活用】工事成績採点
・受注者からの提案による
NETISまたは静岡県登録技術の活用

※本項目は２点の加点 31
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静岡県の新技術・新工法の取組

設定テーマ（例）

ICTの利活用により、道路や橋梁の維持管理・点検の
効率化・簡素化が可能となる技術

【提案所属】袋井土木事務所

職員による道路パトロールは、路線ごとに毎月3回以上実施している。
技術職員以外も参加し、事務所の全職員で対応しているため、異常箇所の
判断などに課題がある。
パトロール実施要領では、パトロールカーから視認できる範囲で道路の状態を
把握し、 必要に応じ降車して状況を把握するものとしている。
橋梁などの構造物は、道路パトロールでも異常が発見されにくい。
道路パトロールが効率化されれば、施設ごとの詳細点検等の省力化にも繋が
る。

ニーズの概要

路面の不陸やひび割れ、橋梁のたわみ等の異常を自動的に把握すると同時
に、異常箇所を即時に点検車に伝える技術

期待するシーズ

32

静岡県の新技術・新工法の取組

33

マルチファインアイ（MULTI FINE AI） 道路巡回カメラシステム
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出展者アンケート

・イベントによって自社の技術を活用導
入に向け協議することとなった

・現場ニーズに対応した技術を出展した
が、発注者の参加者が少なかった。

新技術交流イベントin Shizuoka 2022

日時：令和４年１１月８日（火）
１０：００～１６：００

場所：グランシップ
交流ホール及び展示ホール

静岡県の新技術・新工法の取組

34

静岡県の新技術・新工法の今後の取組

① 新技術・新工法の積極的な活用

② 現場ニーズの提案

③ 新技術交流イベントの積極的な参加

最後に、

新技術交流イベントin Shizuoka 2022

日時：令和４年１１月８日（火）
１０：００～１６：００

場所：グランシップ
交流ホール及び展示ホール 35
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（６）情報共有・電子納品運用ガイドライン
の改定等

どぼくってオモシロイ！

静 岡 県 交 通 基 盤 部
「工事中」がみらいをつくる！

令和４年度 情報共有システムの運用改正のポイント

工程 令和3年度まで 令和4年度から

利用対象
（原則）

当初契約額2,000万円以上の

土木・農林土木工事を原則対象

当初契約額500万円以上の

土木・農林土木工事が原則対象

※但し工期が短い、段階確認が少ない現場
等については、契約後、受発注者協議で情
報共有システム利用の対象外とすることがで
きる。

対象書類

システムにて提出できなかった書類

「工程表」

「主任技術者等通知」

「品質証明員通知」

「補助技術者通知」

「休日夜間作業届（県様式-５）」

システムにて提出できる書類

「工程表」

「主任技術者等通知」

「品質証明員通知」

「補助技術者通知」

「休日夜間作業届（県様式-５）」

電子納品
方法

情報共有システムを利用する場合は
システムから納品を行う。（電子媒体
による納品は行わない）

情報共有システムを利用する場合はシステム
から納品を行うが、やむを得ない場合について
は電子媒体による納品を行っても構わない。

情
報
共
有
・
電
子
納
品
運
用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

特
記
仕
様
書
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実施方法（完成書類・検査）
工程 発注者 受注者

完成時

完成検査後 システムの利用終了

完成検査完成検査

帳票データダウンロード帳票データダウンロード

システムの利用終了
(システム利用予定が無い場合)

電子成果品作成・チェック
(電子媒体)

電子成果品作成・チェック
(電子媒体)

・電子媒体による納品
（CD・DVD）

・情報共有システム上
での納品

• 納品は情報共有システム経由又は電子媒体（ＣＤ・ＤＶＤ）により行いま
す。

• システムのチェック機能又は電子納品チェックシステムによるチェックを行
います（どちらか一方で構いません）。

• 完成検査はシステムに登録されたデータや電子媒体のデータを直接、もしく
はパソコン等に保存したものを参照します。
※システム上のデータを直接参照する場合は、電子納品のチェック漏れにご注意下さ

い。

電子成果品の確認
（情報共有システム上）
電子成果品の確認
（情報共有システム上）

電子成果品登録

電子納品
保管管理
システム

電子成果品の確認
（電子媒体・国土交通省チェックシステム）

電子成果品の確認
（電子媒体・国土交通省チェックシステム）

コピー

電子成果品
ダウンロード
電子成果品
ダウンロード

電子成果品
ダウンロード（控え）
電子成果品

ダウンロード（控え）

ポイント

情報共有・電子納品事前協議チェックシートの改定

※チェックシートについては技術調査課Web
ページや建設事務総合システムQAを参照の
上、最新版をご利用下さい。

提出方法について項目ごとに「電子」ま
たは「紙」選択する。
※同一項目について「紙」と「電子」を併
用する場合はいずれも「○」を記入する。

情報共有システムの利用の有無につい
て記入する。
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その他電子納品運用ガイドライン改正のポイント
○電子媒体による電子納品等の部数の変更

種類 電子媒体提出部数 監督員の指示のある場合提出

工事 （正）１部 電子媒体（副）１部 紙媒体：代表写真

委託 （正）（副）２部 紙媒体：必要となる部分を1部

成果品（正）
業務完了届
電子成果（CD/DVDポケット）
紙媒体（数量総括表、業務概要資料）

成果品（副）
業務完了届（写）
電子成果（CD/DVDポケット）
紙媒体（数量総括表、業務概要史
資料、報告書一式）※任意

＋

（正）
業務完了届

（写）
業務完了届

（副）電子成果
（CD/DVDポケット）

（正）電子成果
（CD/DVDポケット）

＋ （＋）

＋

紙媒体 ※任意

成果品（正）の紙媒体（数量総括表、業務概要資料）の提出を省略
成果品（副）の紙媒体の提出を任意に（監督員の指示による）
平成30年 建技第140号 「委託業務の成果品の適切な取扱いについて」は廃止する

○業務委託の成果品の取り扱いの変更

※決裁後 契約関係
資料と共に綴る

検
査
や
完
了
の
決
裁
は
正
副
併
せ
て
行
う

※決裁後担当で保管

（７）遠隔臨場の試行要領の改定

どぼくってオモシロイ！

静 岡 県 交 通 基 盤 部
「工事中」がみらいをつくる！
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「遠隔臨場の試行要領」 改定概要

項目 改定前 改定後 備考

臨場項目 立会い・段階確認 立会い・段階確認・検査 「検査」を追加

対
象

機関 交通基盤部のみ 交通基盤部・経済産業部
（農林） 「農林」を追加

案件
移動時間削減による業務改
善が見込め、かつ施工箇所の
通信環境が良好な工事に限
定

原則として、全ての土木工
事、農林土木工事及び業
務委託を対象

実施回数 立会い及び段階確認の全体
の実施回数の5割を上限

実施内容、工期等を考慮
し、柔軟に運用 上限を撤廃

実施方法
実施計画書を作成、施工計
画書に記載
（実施日時、適用、仕様、
実施記録の方法を記載）

電話、メール等での事前調
整で可とする

実施計画書の
作成を省略

R3.8
通知

R4.3
通知

昨今の社会情勢と実施状況を踏まえ、インフラ分野におけるＤＸを推進する観点から
「遠隔臨場の試行要領」を令和３年8月、令和４年３月に改定

遠隔臨場の試行 概要

• モバイル端末等によるビデオ通話（映像と音声の双方向通信）を用いた立会・
段階確認及び検査

• 受注者が監督員又は検査員に映像と音声をリアルタイム配信し、相互に確認を
行うことで、監督員又は検査員が必要とする情報の入手が可能なものに限定

• 交通基盤部及び経済産業部が発注する全ての土木工事、農林土木工事及
び業務委託が対象

概要

受注者 スマートフォン、タブレット等のモバイル端末（受注者が用意）

発注者 インターネット通信が可能なタブレット端末等（発注者が用意）

利用サービス
• 発注者の端末で利用可能であることを要件として受注者が

選定
• ビデオ通話機能やビデオ会議システムを想定

利用するシステム等

※特別なシステム導入等を前提としないため、費用は、共通仮設費率（業務委託の場合は諸
経費等）に含むものとし、別途計上しない
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遠隔臨場の実施方法・手続
事前調整

• 受注者は、監督員と調整の上、以下について調整する。（メール、電話可）
・遠隔臨場の適用（確認する項目・内容・予定回数）
・仕様（使用する機器・アプリケーション又はサービス）
・実施記録の方法

• 遠隔臨場が行われたことの実施記録を行う
• 遠隔臨場が行われた証拠を除く内容の記録は、従来と同様に写真で行う（監督

員又は検査員が写真に入ることに替えて黒板に遠隔臨場と記載）

実施記録

実施記録方法①
履歴キャプチャ

実施記録②
監督員又は検査員の映像を含む写真

端末の通話履歴 サービスの利用履歴 通話中の画面キャプチャ 端末の画面を含めて撮影

（参考）実施記録① 履歴キャプチャ

○○土木事務所○○課
○○ドボクジムショ○○カ

000 0000 0000

端末の通話履歴 サービスの利用履歴

履歴画面のキャプチャを行い、提出してください。
遠隔臨場の動画の提出は不要です。

<留意点>
• 端末の通話履歴では、「今日」「昨日」と表示される

場合がある
• サービスの利用履歴はライセンスが必要（有料）な

場合がある

①履歴キャプチャと②監督員
等の映像を含む写真は選択
（どちらかひとつあればよい）
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（参考）実施記録② 監督員又は検査員の映像を含む写真

○○工事

函渠工

No.5

実測値 1365
設計値 1370

遠隔臨場

○○工事

管路設置工

No.5

設置状況確認
遠隔臨場

<留意点>
• 電子黒板ソフトウェアが利用できな

い場合がある

<留意点>
• 屋外では、画面表示が不鮮明となる

場合がある

ビデオ通話アプリで監督員又は検査員
の画面を表示させた状態でキャプチャ撮
影する。

ビデオ通話アプリで監督員又は検査員の画
面を表示させた状態の端末を含めた写真を
撮影する。

通話中の画面キャプチャ 端末の画面を含めて撮影

遠隔臨場を行った証拠として、１枚撮影を行い、提出してください。
内容記録は、写真撮影の方法のとおり監督員等を含める必要はありません。

①履歴キャプチャと②監督員
等の映像を含む写真は選択
（どちらかひとつあればよい）

（参考）遠隔臨場の実施手続き

• 受注者は、遠隔臨場の実施について発注者と協議する
事前調整

• 受注者は、遠隔臨場を希望する場合、「段階確認・立会
願」の記事欄に「遠隔臨場」と明記

立会・段階確認、検査の申請

• 受注者は、実施予定日時に通信を開始して実施
立会・段階確認、検査の実施

• 受注者は、監督員に「実施記録」を提出
立会・段階確認、検査の確認

遠隔臨場を希望
する場合、「遠隔

臨場」と明記

監督員/検査監が必要とす
る情報が得られないと判断し
た場合は、通常の臨場によ

る確認を実施する
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（参考）遠隔臨場 実施に当たっての留意点

（遠隔臨場）

（車移動）

（車移動）

土木事務所

（監督員）
移動時間を削減

建設現場

（現場代理人）
待ち時間を削減車移動の時間を削減

（現地臨場）

留意点

メリット • 受注者の待ち時間が削減
• 臨場の機会を確保しやすくなる。上手に活用すれば、円滑な工程管理や効率化に繋がる。

• 遠隔臨場は、監督員の必要とする情報が得られる場合に限り、採用が可能
• 特に、地質の変化点や支持層の判定など、現地臨場でなければ判断できない案件もある
• また、若手職員にとって、実際の現場を直接体験することは、貴重な勉強の場にもなる
• 遠隔臨場は、あくまで効率化を図るための道具として適切な活用に努めるべきである。


